
 

 

 

 

 
令和５年８月１５日執行 福島町議会議員選挙 

 

 

 

選挙運動用自動車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島町選挙管理委員会 
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選挙運動用自動車について 

 

 選挙運動用自動車は、公職選挙法の定めるところにより使用できる車が決め

られています。 使用については、公職選挙法、道路交通法、道路法等の制限に

注意してください。 

 また、看板等を車に取り付ける場合は、その看板等が走行中に飛んだり落下し

ないように取り付けるようにすること。 

 

⑴ 使用できる数 

  １台 

 

⑵ 使用できる自動車 

 ・乗車定員１０人以下の乗用自動車 

 ・乗車定員４人以上１０人以下の小型自動車 

 ・四輪駆動式の自動車で車両重量２トン以下のもの 

 ・小型貨物自動車、軽貨物自動車 

 

⑶ 乗車人員について 

 ・候補者・運転手（１人）を除き、運動員は４人以内。 

  └ 車輌の乗車定員とは違うので注意すること 

 ・４人は必ず、選管が交付する乗車用腕章を着けること。 

 ・使用する車輌には、選管が交付する表示板をつけること 

 

⑷ 取付けできるもの 

 ・ポスター、立札、看板、ちょうちん 

 ・看板の大きさ  ２７３㎝×７３㎝以内 

 ・ちょうちん 高さ８５㎝、直径４５㎝以内のもの１個に限る 

 ・大きさは最大値であり使用する車種により異なるので注意 

 ・車幅は超えないこと 

 ・取付け後の全体の高さは３．８ｍ以下（軽四にあっては２.５ｍ以下） 

 ・拡声器は一揃いのみ可。（電気メガホンもカウントされるので注意） 

 

⑸ 事前審査 

  今回より、松前警察署による事前検査は行いません。書類審査のみとなりま

す。当日不具合箇所があり、再審査を要する場合は翌日８日（火）を予定して

います。 

 

⑹ 事前審査当日持参する書類 

   許可申請に係る書類一式と許可書  
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